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1    償却資産とは

(１)  償却資産の種類

主 　 な　  償　  却 　 資　  産

建築設備､受変電設備､賃借人が施工した内装・内部造作等
（２ページ「２ 建築設備の家屋と償却資産の区分」をご覧ください。）

3 ボート、釣船、漁船、貨客船、遊覧船等

4 飛行機、ヘリコプター、グライダー等

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、
機械式駐車場設備等

大型特殊自動車　（分類番号が｢0、00から09及び000から099｣、
 ｢9、90から99及び900から999｣ の車両）、貨車、構内運搬車等

パソコン、複写機、机、椅子、測定工具、看板（ネオンサイン）､
陳列ケース、医療機器、理美容機器等

 ルームインジケーター設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、冷蔵庫、テレビ、
 カラオケセット、カーテン、ベッド、ボイラー等

 独立キャノピー、地下タンク、地下槽、照明設備、プレス、オートリフト、スチームクリーナー、
 テスター、オイルチェンジャー、ガソリン計量器、ジャッキ、 洗車機等

 駐車場や構内の舗装路面、駐車場設備、受変電設備、庭園、門、塀、外灯、看板、
 ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、簡易間仕切、応接セット、エアコン、
 ロッカー、キャビネット、パソコン、コピー機、レジスター、金庫等

（２） 業種別の主な償却資産

 柵、照明等の電気設備、駐車装置（機械設備、ターンテーブル）等

 ブロックゲージ、ポンプ、ポ－タブル発電機、ミキサー、大型特殊自動車等

浴 場 業

食 肉 販 売 業

カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス

ホ テ ル 、 旅 館

印 刷 業

建 設 業

木 工 業

鉄 工 業

自 動 車 整 備 業
ガ ソ リ ン 販 売 業

駐 車 場 事 業

工 場

バ ー 、 喫 茶 ・ 軽 食

パ チ ン コ 店

医 院 ・ 歯 科 医 院

各種業種
共通のもの

小 売 業

飲 食 業

理 容 業 ・ 美 容 業

ク リ ー ニ ン グ 業

製 パ ン 業 ・ 製 菓 業

－１－

 カラオケセット、接客用家具、照明設備等

 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー等

 温水器、濾過機、ボイラー、オイルバーナー、釜、ポンプ等

 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機等

 受変電設備、 貯水設備、構内舗装、 プレス機、金型、溶接機、福利厚生設備等

 カラオケセット、ガスレンジ、自動食器洗浄器、製氷器、放送設備、楽器等

 パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、店内放送設備等

 各種印刷機、裁断機等

 帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等

 各種医療機器（ベッド、手術台、X線装置、CTスキャン、脳波測定器、心電計、 電気血圧計、
 各種検査機器）、各種事務機器等

 理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ等

 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備等

 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等

 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫等

2

（地方税法  第３４１条第１項第４号）

5

工 具 、 器 具 及 び 備 品6

構 築 物

船 舶

航 空 機

車 両 及 び 運 搬 具

舗装路面、門、塀、庭園 ・ 緑化施設等の外構工事、看板（広告塔等）

種  　　　　     類

構 築 物

 商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等

建物附属設備

    償却資産とは、 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が

 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち

 その取得価格が少額である資産、その他政令で定める資産以外のもの （これに類する資産で、

 法人税又は所得税を課されないかたが所有するものを含みます。 ） をいいます。

1

機 械 及 び 装 置



２    建築設備の家屋と償却資産の区分

設 備 の 種 類 償 却 資 産 と す る も の 家 屋 に 含 め る も の

発 変 電 設 備 自家用発電設備・受変電設備（配線等）

動力配線配管設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備

電 灯 照 明 設 備
ネオンサイン、投光器、スポットライト、
屋外照明設備

屋内照明設備、配分電盤

電 話 設 備 電話機、交換機等の装置・器具類

イ ン タ ー ホ ン 設 備
インターホン器具、マイクロホン、
アンプ等の装置・器具類

電 気 時 計 設 備 時計、配電盤等の装置・器具類

火 災 報 知 装 置 屋外の装置（配線を含む。） 屋内の装置（配線を含む。）

消 火 装 置 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 消火栓設備、スプリンクラー

中央監視制御装置 制御装置（配線を含む。）

避 雷 設 備
換 気 設 備
衛 生 設 備

設備一式

浄 化 槽 設 備 設備一式

給 湯 設 備 局所式給湯設備 中央式給湯設備

ガ ス 設 備
給 排 水 設 備

特定の生産又は業務用設備（配管を
含む。）、屋外設備

左記以外の設備

冷 暖 房 設 備 ルームエアコン
家屋と一体となっている設備
(ビルトインタイプのもの）

厨 房 設 備
洗 濯 設 備

顧客の求めに応じる（百貨店、旅館、
飲食店、病院等）サービス設備

サービス設備以外の設備

運 搬 設 備 ベルトコンベア、垂直型連続運搬装置
エレベーター、リフト、
エスカレーター設備

簡 易 間 仕 切 床から天井まで達しない程度のもの 床から天井まで達する程度のもの

    建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備など家屋と構造上

    固定資産税においては、家屋から独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産業務の

用に供されるもの、単に移動を防止する程度に取り付けられたものは償却資産の対象となります。

一体となって家屋の効用を高める設備をいいます。

－２－

  等については、家屋の所有者と異なるかた（賃借人）の償却資産として取り扱います。

※　賃借人が施工した内装等

 　　家屋の所有者と異なるかた（賃借人）が貸しビル・貸店舗等に施工した内装、造作及び建築設備

   配線等



（１）提出書類

申告するかた

 ・初めて申告するかた

　※初めて電子申告を行う場合は、申告前にeLTAXページで利用届出をしてください。

　詳しい説明は、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧になるか、

eLTAXヘルプデスクへお問い合わせください。

　eLTAXについてのお問い合わせ先は、地方税共同機構となります。

　eLTAXホームページ内にある「お問い合わせフォーム」へお問い合わせ内容を入力して

お送りください。電話でお問い合わせする場合は、（0570-081459）までご連絡ください。

もし、つながらない場合は、（03-6745-0720）へご連絡ください。

　電話によるお問い合わせの受付日は月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始12/27～1/4

eLTAXホームページ

 ・前年度申告した資産
　 がなかったかた

 ・種類別明細書（全資産用）

　　   ついてもその旨を記載のうえ、ご提出ください。

 ※ 注3  電子申告（eLTAX）利用の場合は、全資産申告「償却資産課税台帳・種類別

　　　 明細書（全資産用）」で申告してください。

　　　　 「増加資産・減少資産」による申告には対応しておりません。

（２）電子申告とは

を除く）、受付時間は9時～17時です。

- ３ -

　また、PCdeskを利用すると、償却資産申告データをCSV取り込みで作成できます。

　地方税ポータルシステム（eLTAX）を利用して行う申告手続きです。インターネットを

 ※ 注1　償却資産を所有されていない場合でも、「償却資産申告書」の「18備考」欄に

      “該当資産なし”と記載し、必ず提出してくださるようお願いします。

　　　　 種類別明細書の提出は不要です。

 ※ 注2  前年中に資産の増減がなかった場合でも、｢償却資産申告書｣ の「18備考」欄に

      “資産の増減なし”と記載し、必ず提出してくださるようお願いします。

　　　　 種類別明細書の提出は不要です。また、事業所の閉鎖・転出、解散等に

 電子申告（ｅＬＴＡＸ）
 を利用するかた

 令和８年１月１日現在において
 所有している全ての償却資産

 ・償却資産申告書

 ・種類別明細書（全資産用）

 ・種類別明細書（送付されたもの）

 ※送付された昨年度の種類別明細書
　　に、加除を行いご提出ください。

 電算申告をするかた
（電算システム等によ
　り作成された自前の
　申告書による申告）

 令和８年１月１日現在において
 所有している全ての償却資産

 ・償却資産申告書

 ・種類別明細書（増加資産・全資産用）

 ・種類別明細書（減少資産用）

利用して、自宅、オフィス等から申告手続きを行うことができます。

３    申告の方法について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

申告が必要な償却資産 提 出 書 類

 令和８年１月１日現在において
 所有している全ての償却資産

 ・償却資産申告書

 前年度申告をしたかた
 で、該当資産を所有さ
 れているかた

 令和７年１月２日から令和８年
 １月１日までの間に増加・減少
 した償却資産

 ・償却資産申告書

※注2

※注3

※注1

エルタックス 検索



＜参考＞

一時損金算入 個別減価償却

10万円未満 × ○

10万円以上20万円未満 　 ○

　　　リース会社が償却資産の申告を行います。

　　　条例第75条の規定により、過料を科されることがあります。

　　ウ　正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条及び大館市市税

　　　　また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科さ

　　　れることがあります。

- ４ -

　　イ　リース取引には、オペレーティング・リース（レンタル）と、リース会社が相手の

　　　必要とする物件を購入し長期間賃貸して、物件の価格の全額を回収するというファ

　　　イナンス・リースがあります。これらのリース取引では、原則として所有者である

　　　　ただし、ファイナンス・リース取引のうち、リース期間終了時に所有権が無償で移

　　　転する場合は、実質的な所有者となる賃借人が自己の資産として償却資産の申告を

　　　行ってください。

　　書｣の摘要欄に適用条項を記載してください。

　　  なお、適用される償却資産の例示は７ページ「５課税標準の特例が適用される償却

　　資産」をご覧ください。

（６）申告における注意点

　　ア　固定資産税の賦課期日は１月１日です。決算期以降令和８年１月１日までに取

　　　得した資産も漏れなく申告してください。

×

×

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【 ○申告必要 ×申告不要】

（５）課税標準の特例を受ける資産

　　  地方税法第349条の3及び本法附則第15条に規定する一定の要件を備えた資産につい

　  ては、固定資産税が軽減されます。適用を受ける償却資産については、「種類別明細

（４）申告の対象とならない資産　

　　ア　自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両

　　イ  無形固定資産（例：特許権、営業権、ソフトウエア等）

　　ウ　取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入しているもの

　　エ　取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却をするもの　

資産の取得価額
償却資産申告の要、不要の別（税務会計上の処理）

3年一括償却

　　  令和８年１月１日現在において、土地及び家屋以外の事業の用に供することがで

　 きる資産です。なお、次に掲げる資産も申告が必要になります。

　　 ア　建設仮勘定で経理されている資産

     イ　簿外資産、償却済資産、遊休又は未稼働の資産

　　 ウ　福利厚生の用に供するもの

     エ　取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却しているもの

（３）申告の対象となる資産



項　　　目

償 却 計 算 の 基 準 日

償 却 計 算 の 趣 旨

減 価 償 却 の 方 法

前年中の新規取得資産

圧 縮 記 帳 の 制 度

特別償却 ・ 割増償却

増　　加　　償　　却

評 価 額 の 最 低 限 度 額

改 良 費

　

　　意ください。

- ５ -

　　て閲覧を行なうことがあります。ご理解のほど、お願いいたします。

（９）過年度への遡及等について

　　　調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年

　　度だけではなく、資産を取得された翌年度まで遡及することとなります。ただし、地

　　方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年を限度とします。

　　　なお、追加課税となった場合、通常の場合と異なり納期は１回となりますのでご留

原則区分評価 区分評価

（８）実地調査のお願い

　　　地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて実地調査を行うことがありますので

　　ご協力をお願いします。

　　　また、地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税又は法人税に関する書類につい

認められます 認められていません

認められます 認められます

備忘価額1円まで 取得価額の100分の5

定率法又は定額法 定率法

月割償却 半年償却　（2分の1償却)

認められます 認められていません

　　　償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると下表のとおりです。

国税の取扱い 固定資産税（償却資産）の取扱い

事業年度（決算期） 賦課期日（1月1日）

 各事業年度の課税対象となるべき
 所得の計算の基礎として償却費を
 算出する。

 当該償却資産の｢価格｣の算定のた
 めにする。（当該償却資産の資産
 価値に着目して課税）

（７）国税との主な違い



４    償却資産の課税について

（１）　評価額の算出方法
ア 前年中に取得した資産（令和７年１月２日から令和８年１月１日までに取得した資産）

※　改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じて算出します。

《計算例》 評価額＝取得価額×半年分の減価残存率（７ページのⒶ欄をご覧ください。）
資産の名称： 電気冷蔵庫（器具及び備品）

取得年月： 令和７年９月
取得価額： 300,000円
耐用年数： 別表第一「器具及び備品・電気冷蔵庫」の６年

300,000円×0.840　＝　252,000円　…　令和８年度評価額

イ 前年前に取得した資産（令和７年１月１日以前に取得した資産）

耐用年数省令の改正に係る取扱いについて

ウ

《計算例》 評価額＝前年度評価額×１年分の減価残存率（７ページのⒷ欄をご覧ください。）
業　　　種： 土木建築業

資産の名称： パワーショベル（機械）
取得年月： 平成１９年５月
取得価額： 10,000,000円
耐用年数：

・平成２１年度以降は改正後の別表第二「30　総合工事業用設備」の６年
10,000,000円×0.815　＝　8,150,000円　…　平成20年度評価額
 8,150,000円×0.681　＝　5,550,150円　…　平成21年度評価額
 5,550,150円×0.681　＝　3,779,652円　…　平成22年度評価額
 3,779,652円×0.681　＝　2,573,943円　…　平成23年度評価額
 2,573,943円×0.681　＝　1,752,855円　…　平成24年度評価額
 1,752,855円×0.681　＝　1,193,694円　…　平成25年度評価額
 1,193,694円×0.681　＝  　812,905円　…　平成26年度評価額
   812,905円×0.681　＝  　553,588円　…　平成27年度評価額
10,000,000円×0.050　＝  　500,000円　…　平成28年度以降の評価額

(取得価額の5％)

（２）　免税点
各資産の評価額（課税標準額）の合計が150万円未満の場合は課税されません。
今年度の申告で150万円未満となった際、翌年度以降は、資産の増減がない場合に限り申告書の提出
が不要となります。

（３）　税率、年税額
大館市の税率は、100分の1.4です。
年税額（100円未満切捨）＝各資産の評価額（課税標準額）の合計（1,000円未満切捨）×税率（1.4/100）

－６－

  平成20年度税制改正で耐用年数省令の改正が行われ、機械および装置を中心に
耐用年数が大きく変更されました。
　それにより、平成21年度以降の償却資産の申告については、すべて改正後の耐用
年数が適用となっています。改正後の耐用年数に応じた減価残存率を適用して算出
してください。

・平成２０年度までは改正前の別表第二「旧334　ブルドーザー、パワーショベル、
  その他の自走式作業用機械設備」の５年

※　令和８年度の評価額は、令和７年度の評価額（令和６年度の評価額に改正後の耐用年数
　　に応じた減価残存率を乗じて算出したもの）に、さらに改正後の耐用年数に応じた
　　減価残存率を乗じて算出します。

算出した評価額が取得価額の5％を下回る場合は、取得価額の５％が評価額となります。



（４）減価残存率表

５    課税標準の特例が適用される償却資産

届出書のダウンロードはこちら

取得時期

R6.4.1～
R8.3.31

R6.4.1～
R8.3.31

Ｈ17.4.1～
R12.3.31

R5.4.1～
R7.3.31

R6.4.1～
R7.3.31

適用期間

最初の3年度

最初の4年度

課税標準額を
1/2に軽減

課税標準額を
1/2に軽減

課税標準額を
1/3に軽減

ＰＦＩ法に基づく選定事業者が整備する一定の公共施
設等の用に供する資産

最初の3年度
導入計画の申請書、
認定書及び賃上げ表
明を証する書面（写）

最初の5年度

第2項
第1号

課税標準額を
1/2に軽減

添付書類

課税標準額を
4/5に軽減

特定施設設置届出書
及び受理書(写)等

特例率

第2項
第5号

水質汚濁防止法に規定する汚水又は廃液の処理施設

下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害
施設

資　産　の　種　類

３１０．８６６

－７－

旧第44項

＜特例が適用される償却資産の例＞

項・号

第13項

０．９５１

地方税法附則第１５条

４５

０．９６４ ０．９２８ ４６ ０．９７５

０．９７５ ０．９５０ ６０ ０．９８１ ０．９６２

５８ ０．９８０ ０．９６１

５９ ０．９８１ ０．９６２

５６ ０．９８０ ０．９６０

５７ ０．９８０ ０．９６０

５４ ０．９７９ ０．９５８

５５ ０．９７９ ０．９５９

５２ ０．９７８ ０．９５７

５３ ０．９７８ ０．９５７

４７

５０ ０．９７７ ０．９５５

５１ ０．９７８ ０．９５６

４８ ０．９７６ ０．９５３

４９ ０．９７７ ０．９５４

０．９７２ ０．９４５

耐用
年数

減価残存率
前年中  Ⓐ 前年前  Ⓑ

取得のもの 取得のもの

０．９７６ ０．９５２

４３ ０．９７４ ０．９４８

３９ ０．９７１ ０．９４３

４０

４４ ０．９７４ ０．９４９

４２ ０．９７３ ０．９４７

０．９７２ ０．９４４

４１

３７ ０．９７０ ０．９４０

３８ ０．９７０ ０．９４１

３５ ０．９６８ ０．９３６

３６ ０．９６９ ０．９３８

０．９３１

３３ ０．９６６ ０．９３３

３４ ０．９６７ ０．９３４

０．９６５

３０ ０．９６３ ０．９２６

耐用
年数

減価残存率
前年中  Ⓐ 前年前  Ⓑ

取得のもの 取得のもの

３２

２８ ０．９６０ ０．９２１

２９ ０．９６２ ０．９２４

２６ ０．９５７ ０．９１５

２７ ０．９５９ ０．９１８

０．９０５

２４ ０．９５４ ０．９０８

２５ ０．９５６ ０．９１２

０．８９１

２１ ０．９４８ ０．８９６

２２ ０．９５０ ０．９０１

０．８７３

１８ ０．９４０ ０．８８０

１９ ０．９４３ ０．８８６

１７

０．９２９

０．８７５

０．８８７

１０

１１

０．９３６

２０ ０．９４５

２３ ０．９５２

９

耐用
年数

２

３

４

５ ０．８１５

０．８４０

０．８６０

０．９３３１６

１２

１３

１４

１５

８

０．８４８

０．８３８

０．７７４

０．７９４

０．９１９

０．９１２

０．９２４

減価残存率

０．４６４

０．５６２

０．６３１

０．７５０

前年前  Ⓑ

取得のもの

０．７３２

０．６５８

０．７８１

　特例が適用される資産を新たに取得したかたは、「償却資産課税標準特例該当資産
届出書」と特例に該当する旨がわかる書類を申告書に添付してください。（届出書は
ホームページからもダウンロードできます）

０．８５８

耐用
年数

減価残存率
前年中  Ⓐ 前年前  Ⓑ

取得のもの

６

７

０．６８１

3%以上の賃上げ
表明されたもの

取得のもの

０．８１１

０．８２５

０．７２０

前年中  Ⓐ

取得のもの

０．８９７

０．９０５

０．３１６

中小企業等経営強化法による認定
先端設備導入計画に基づき取得した
機械及び装置、工具、器具及び備
品、建物附属設備並びに構築物 課税標準額を

1/4に軽減

第43項
R7.4.1～
R9.3.31

導入計画の申請書、
認定書及び賃上げ表
明を証する書面（写）課税標準額を

1/2に軽減

賃上げ表明され
たもの

賃上げ表明なし
のもの

中小企業等経営強化法による認定
先端設備導入計画に基づき取得した
機械及び装置、工具、器具及び備
品、建物附属設備並びに構築物

1.5%以上の賃上
げ表明されたも
の



６    申告書の記載方法について

（１）償却資産申告書の記載例

　　(ふりがな)
１　住　　　所

8 有 無

10 有 無

　　(ふりがな)
２　氏　　　名

11 有 無

12 有 無

13

14 有 無

(ｲ)前年中に減少したもの (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ)
十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

2 340 512 3 600 000 5 940 512

2
7 450 600 255 000 300 000 7 495 600

3

4

5
500 000 500 000

　

7
12 836 112 805 000 5 550 000 17 581 112

※ ※

(ホ) (ヘ) （ト）

1
十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円

2

3

4

5

6

7

（屋号　　　　　　　　　      　     　）

合　　計

資産の種類 評     価     額 決  定  価  格 課 税 標 準 額

1 650 000

　機械及び
装置

船　　舶

航空機

車両及び
運搬具

構築物

工具、器具
及び備品

合　　計

000
6 工具、器具及び備品

2 545 000 550

航空機 16　借　用　資　産

645

借主の名称等

車両及び運搬具 　(  有　・　無   )

000
17 事 業 所 用 家 屋 の 所 有 区 分 自己所有　　・　　借家

3

1 構築物 　　　おける事業所等

　機械及び装置
　　資産の所在地

船　　　　舶

　(電話　　　　　　　　　　　　　　　)
青 色 申 告 ・

資産の種類
取             得             価              格

前年前に取得したもの 前年中に取得したもの 計  {(ｲ)-(ﾛ)＋(ﾊ)} 15　大館市内に

特別償却又は圧縮記帳 ・

　(電話　　　　　　　　　　　　　　　) 税務会計上の償却方法 定率法 定額法

おおだて　たろう

有 ・ 無

（電話　０１８６―４９　局　３１１１　番） (　　　　　　　　　80　百万円)
非 課 税 該 当 資 産 ・

・

　所在者コード

所
　
　
有
　
　
者

　　〒　017-0891 短 縮 耐 用 年 数 の 承 認 ・

お お だ て し あ ざ な か じ ょ う
9

－
８

－

令和　８  年度
令和　８ 年 １ 月　１５　日

大館市長　殿
※

増 加 償 却 の 届 出

課 税 標 準 の 特 例

法人にあっては
その名称及び代表
者の氏名

又は納税通
知書送達先

4 事 業 種 目
（資本等の額）

5  事 業 開 始
年 月

6   こ の申告に

応答 する 者
の 係 及 び
氏名

7 税理士等
の氏名

昭和 ５５ 年 ４ 月

(0186 ― 49局 3111   番)

①大館市

②大館市

③大館市

18  備考 （添付書類等）

ファックス 17万円

コピー機 20万円

銀河リース(株)

１
住所（又は納税通知書

送達先）及び電話番号を

正確に記載し、ふりがな

を付してください。

また、ビル等に入居し

ている場合は、ビルの名

称、階数及び部屋番号を

記載してください。

２
氏名を記載し、ふり

がなを付してください。
なお、所有者が法人

の場合は、その名称及
び代表者の氏名を記載
してください。
屋号があれば記載して
ください。

（イ）
前年前に取得した資産

の取得価額の合計を種類
別に記載してください。

この欄の額は、前年度
申告書の（ニ）欄の額と
同額です。

（ロ）
前年中に減少した資産

の取得価額の合計を種類
別に記載してください。

この欄の合計額は、種

類別明細書（減少資産

用）の取得価額の合計と

同額です。

（ハ）
前年中に取得した資産の取得価額の合計

を種類別に記載してください。
この欄の合計額は、種類別明細書（増加

資産用）の取得価額の合計と同額です。

（ニ）
取得価額の合計額を

資産の種類別に記載し
てください。

７
経理を委託している場合は、税理士等の

氏名及び電話番号を記載してください。

８～14については、どちらか該当する方
を○で囲んでください。

15
大館市内にある事業所等資産の所在地を

記載してください。

16
借用（レンタル･リース）資産の有無に

ついて該当する方を○で囲んでください。
なお、借用資産がある場合にはその資産

名及び貸主の名称を記載してください。

17
事業所用家屋の所有区分について該当す

る方を○で囲んでください。

18
次のような事項を記載してください。

（１）住所、氏名等に異動があった場合に
は、旧住所、旧氏名、異動年月日

（２）閉鎖・廃業・解散・転出等の場合に
は、異動年月日

（３）資産の増減なし
（４）該当資産なし
（５）その他参考となる事項

（へ）、（ト）
記載の必要はありません。

ただし、電算処理により全資産申告を
行う場合は記載してください。

４
事業の種目を具体的に記載してください。

また、法人にあっては、資本金又は出資金
等の金額も記載してください。

６
この申告について応答するかたの担当部署、

氏名及び電話番号を記載してください。

第
二
十
六
号
様
式(

提
出
用)

（ホ）
6ページ（1）の算出方法を

参照のうえ、記載してください。

3 個人番号又
は法人番号

３
マイナンバー(個人番号又は法人

番号) を記載してください。



（２）種類別明細書(増加資産・全資産用）の記載例
　　　①初めて申告するかた　・　前年度申告した資産がなかったかた用

１枚　目

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ)

十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4
1 ・ 2
3 ・ 4

番号

20

6 　工具、器具及び備品

17

1 　構築物

　資産の種類に該当する１から
６までの番号を記載してくださ
い。

3 　船舶

4 　航空機

45 550 000

2 　機械及び装置

5 　車両及び運搬具

626

0.

523

資産の種類

小　　計
8

19

0.

18

0.

0.

0.

0.

16

0.

15

0.

14

0.

13

0.

12

0.

11

0.

10

09

300 000 0.781 2347 10 4 300

600 000 0.781

08６  パソコン 1 Ｒ

4 468 600
4  その他07６  パソコン ２ Ｒ 7 2

××より移動250 000 0.750
 移動による受入れ06６  応接セット一式 1 Ｈ 21 7 8

500 000 0.840

3
16 423

2 6 420 000
2  中古品取得05６  ルームエアコン ２ Ｒ 7

1  新品取得04

7 4 7 258300 000 0.86003２  コンプレッサー 1 Ｒ
番号 増加理由

000

200

02

7 7 10  　資産を取得した事由について、
 該当する番号を○で囲んで
 ください。

3 600 000 0.897 3 229
01 1  駐車場アスファルト舗装 1 Ｒ

 摘　　要取 得 価 額

年
号

年 月
率 コード

耐
用
年
数

減
価
残
存
率

価       額

増
加
事
由

行
番
号

資
産
の
種
類

資産コード 資　　産　　の　　名　　称　　等

　
数
　
　
　
量

取得年月

－
９

－

令和８年度

※　所有者コード
所　　　有　　　者　　　名

1枚のうち

株式会社　大 館

課税標準の特例
課税標準額

年号は、令和に取得したものはＲ、
平成に取得したものはＨ、昭和に取得
したものはＳになります。

増加資産の申告をする場合は「増加資産」を、
初めて申告される方などで全資産を申告する場合
には「全資産」を○で囲んでください。

改正後の「減価償却資産の耐用年数等
に関する省令」の別表第１から別表第６
まで（別表第３及び第４を除く。）に掲
げる耐用年数を記載してください。

第

二

十

六

号

様

式

別

表

一(

提

出

用)

種類別明細書（増加資産・
全資産用）のページ数を記載
してください。

下記について記載してください。
(１) 課税標準の特例の適用がある

資産については、その適用条項
（例：法第349条の3第4項）

（２）短縮耐用年数を適用している
資産については、その旨の表示

（３）増加償却を行っている資産に
資産については、その旨の表示

（４）その他、当該資産の価格の
決定にあたって必要な事項

当該資産の取得価額を記載
してください。（引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手
数料、関税、据付費等費用を
含む。）
なお、圧縮記帳については、

固定資産税の評価上認められ
ていませんので、圧縮額を含
めた実際の取得価額を記載し
てください。



　　　　　　②前年度申告したかたで、資産の明細書が送付されたかた用

　資産を取得した事由について、
該当する番号を○で囲んで
ください。

1　/　1

－
１

０
－

令和８年度　償却資産種類別　明細書
　　所　有　者　コ　ー　ド

所　　　有　　　者　　　名
頁

株式会社　大 館

　１.　全部

　２.　一部 番 号

1
十億 百万 千 円

255 000

3 300 000

3 600 000

300 000

500 000

250 000

600 000

17 581 112
12 836 112小　　計

4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４1 ・ 2 ・ 3 ・/

・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４

1 2 3 4

2 ・ 3 ・ 4 1/ 1 ・1 2 3 4

・ 4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４/ 1 ・ 2 ・ 3

１ ・ ２ ・ ３ ・ ４

1 2 3 4

3 ・ 4 1 ・ 2/ 1 ・ 2 ・

2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４

1 2 3 4

・ 3 ・ 4 1 ・/ 1 ・ 2

・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４

1 2 3 4

2 ・ 3 ・ 4 1/ 1 ・

１ ・ ２ ・ ３ ・ ４

1 2 3 4

3 ・ 4 1 ・ 2/ 1 ・ 2 ・1 2 3 4

・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４
300 000

2 ・ 3 ・ 4 17 10 4 / 1 ・

１ ・ ２ ・ ３ ・ ４

1 2 3 4 6  パソコン 1 Ｒ

3 ・ 4 1 ・ 24 / 1 ・ 2 ・6  パソコン 2 Ｒ 7 2

1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４

　資産の種類に対応する
１から６までの番号を記載
してください。

1 2 3 4

・ 2 ・ 3 ・ 4Ｈ 21 7 8 / 1

2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４

1 2 3 4 6  応接セット　一式 1

・ 3 ・ 4 1 ・2 6 / 1 ・ 21 2 3 4 6  ルームエアコン 2 Ｒ 7

4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４1 ・ 2 ・ 3 ・1 Ｒ 7 4 7 /1 2 3 4 2  コンプレッサー

4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４1 ・ 2 ・ 3 ・1 Ｒ 7 7 10 /

１ ・ ２ ・ ３ ・ ４
350 000

1 2 3 4 1  駐車場アスファルト舗装

3 ・ 4 1 ・ 26 / 1 ・ 2 ・7  エアコン 1 Ｈ 14 8

5 500 000

1 2 3 4 6

・ 4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４/ 1 ・ 2 ・ 3 複写機 数量5から3へ減少 Ｈ 12 4 51 2 3 4 6 6

 1 695 000
・ 4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４/ 1 ・ 2 ・ 3 ネットコミュニティシステム 1 Ｈ 10 9 101 2 3 4 6 5

 500 000
・ 4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４/ 1 ・ 2 ・ 3 構内運搬車 1 Ｈ 17 4 4

H 21 12 4  その他

1 2 3 4 5 4

・ 4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４/ 1 ・ 2 ・ 3 機械プレス 1 Ｈ 2 7 71 2 3 4 2

H 212 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４/ 1 12 3  移動による受入れ7 195 600
・ 4 1 ・・ 2 ・ 3 電気部品製造機械 1 Ｈ 16 6 71 2 3 4 2 2

2  中古品取得2 340 512
・ 4 1 ・ 2 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４/ 1 ・ 2 ・ 3 広告塔 1 Ｓ 59 4 101 2 3 4 1 1

増 加 事 由

 新品取得

取得年月

年 月

適
用
年
度

旧
耐
用
年
数

　１.　新品取得
　２.　中古品取得
　３.　移動
　４.　その他

　資産を取得した事由について、
該当する番号を○で囲んで
ください。

課税標準の特例

削
除

取 得 価 額

　１.　売却
　２.　滅失
　３.　移動
　４.　その他

年
号

率 コード

現
耐
用
年
数

減少の事由及び区分 増加の事由　　　異動区分
資
産
の
種
類

資産コード 資　　産　　の　　名　　称　　等

　
数
　
　
　
量

増
加

訂
正

減
少

－
１

０
－

年号は、令和に取得したものはＲ、
平成に取得したものはＨ、昭和に取得
したものはＳになります。

当該資産の取得価額を記載してく
ださい。（引取運賃、荷役費、運送保
険料、購入手数料、関税、据付費等費
用を含む。）

なお、圧縮記帳については、固定資
産税の評価上認められていませんの
で、圧縮額を含めた実際の取得価額
を記載してください。

改正後の「減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令」の別表第１から別表第６まで（別表

第３及び第４を除く。）に掲げる耐用年数を

記載してください。

減少資産について、該当する事由と区分
の番号を○で囲んでください。

資産の異動区分につい
て、あてはまるものに丸印
をつけてください。

異動のない場合は、記
載の必要は、ありません。

増加資産については、空欄に追
加で記載してください。（異動区分、
資産の種類、資産の名称、数量、取
得年月、取得価格、耐用年数、増
加の事由、適用年度）

全部減少（削除）した資

産については、実線での

削除と異動区分、減少の

事由等の追加記載をお願

いします。
一部減少した資産につ

いては、数量や取得価額
の修正をお願いします。

また、訂正のある資産に
ついては、異動区分のほ
かに変更箇所にも線を引
き、訂正をお願いします。

資産の種類

2 　機械及び装置

5 　車両及び運搬具

3 　船舶

4 　航空機

番号

6 　工具、器具及び備品

1 　構築物


